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山形県では、ふるさと山形県の健全で恵み豊かな

環境を守り、将来の世代に継承していくため、

県、事業者、県民等が相互に協力しあい、

2050年までの脱炭素社会の実現に向けた

取組を推進していくことを決意し、

「山形県脱炭素社会づくり条例」を制定しました。

地球温暖化対策を身近なものとしてとらえていただき、県民が一丸となって脱炭素化を

推進するため、「山形県脱炭素社会づくり条例」(令和5年4月1日施行)の愛称を募集します。

条例制定の背景

条例の基本理念

①環境保全と経済・社会の持続的発展を推進しつつ

② 「地域の脱炭素化」を中心として

③ 県・事業者・県民等の密接な連携の下で

自主的かつ積極的に脱炭素施策を推進

条例の基本的施策

脱炭素社会とは？

排出

吸収

二
酸
化
炭
素
の
量

省エネ

再エネ

吸収

新技術
排出

脱炭素
（ゼロカーボン）現状 2050年

山形県脱炭素社会づくり条例の
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二酸化炭素の排出量と

吸収量を均等にして、

合計を実質ゼロにすること。
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※地域の脱炭素化とは・・・
地域の特性に応じた再エネの利用等により、
その地域で排出される温室効果ガスの量の削減等を行うこと。

「ゼロカーボンやまがた2050条例」のような愛称をみんなで考えよう！



目 的

応募資格 どなたでも応募可。ただし、応募は応募用紙１枚（１回）につき１点。何枚でも応募できます。

応募期間 令和５年 ６月１日（木） ～ ７月31日（月） （当日消印有効）

応募方法 ①応募専用フォームによる応募
右記から必要事項を入力し、応募してください。

選考方法 ○応募作品について、選考審査会を経て、最優秀作品を決定し、
条例の愛称とします。

賞 品 【最優秀作品】 県産品5,000円相当（カタログギフト）

（同一名称が複数あった場合は抽選）

留意事項
○個人情報については、本募集以外の目的には使用しません。
〇応募する愛称は、自作で未発表のものに限ります。
〇採用された作品に関する著作権、その他一切の権利は、山形県に帰属するものとします。
〇採用作品は、必要に応じ補足・修正を加えたうえで使用する場合があります。
〇応募作品に関する採用・不採用理由等についてはお答えできません。
○賞品について当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

愛称の条件 ● 愛称は「○○条例」としてください。

● 「山形県脱炭素社会づくり条例」の内容についてイメージできるもの。

● 「ゼロカーボンやまがた2050」の実現に向けて、県民一丸となって脱炭素化を

推進していくことがイメージできるもの。

● 将来を担う子どもたちが共感できるような明るく親しみやすいものであること。

● わかりやすく覚えやすいものであること。

②応募用紙による応募
応募用紙（コピー可）に必要事項を記入の上、
県庁７階環境企画課カーボンニュートラル・GX戦略室へ
持参 or 郵送 or FAX にて応募してください。

応募フォーム

山形県脱炭素社会づくり条例 愛称募集要項

〒990-8570
山形県山形市松波二丁目8-1

山形県 環境企画課 カーボンニュートラル・GX戦略室 あて
TEL：023-630-3162 FAX：023-630-2133 

応募先・問い合わせ先

応募は
こちら

【記載していただく内容】
①条例の愛称名（ふりがな） ②愛称の説明（理由や込められた想いなど）
③応募者の氏名（ふりがな） ④郵便番号・住所 ⑤年齢 ⑥電話番号
⑦メールアドレス

＜山形県脱炭素社会づくり条例＞
URL https://www.pref.yamagata.jp/050015/datsutanso_jyorei.html

【参 加 賞】 県産米詰め合わせ（抽選で10名）

○ 地球温暖化は喫緊の課題であり、県内においても近年、頻発する豪雨災害により
甚大な被害を受けるなど、県民生活が大きく脅かされています。

○ 本県では、令和２年８月に「ゼロカーボンやまがた2050」を宣言し、脱炭素社会の
実現に向けて取組みを進めているところですが、脱炭素化の更なる推進を図るため、
この度、『山形県脱炭素社会づくり条例』を制定しました。（令和５年４月１日施行）

○ この条例に親しみを持ってもらい、「ゼロカーボンやまがた2050」の実現に向けて、
県民一丸となって脱炭素化を推進するため、条例の愛称を募集します。


